
（１）分岐

口径に応じた負担金を徴収する。
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（２）増設

（現在使用している給水管を増径する場合）

現在使用している給水管の負担金と増径する給水管の差額を徴収する
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（４）変更

（現在使用している給水管口径を変えずに改造する場合）

負担金は、徴収しない。
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（３）給水管から分岐

負担金は、徴収しない。
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（５）給水管から分岐

負担金は、徴収しない。

給
水

管
φ

50
mm

給
水

管
φ

20
mm

給
水

管
φ

20
mm

給
水

管
φ

20
mm

給水管φ40mm

（６）撤去

（給水管を全て取り除く場合）

負担金は、消滅し、還付しない。
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（７）移転新築する場合

・使用していた同口径の分岐の場合は、負担金は徴収しない。

・使用していた口径を増口径で分岐の場合は、差額分の負担金を徴収する。

配
水
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家屋の移転

既存給水管φ20mmを廃止

新たに給水管φ20mm
を分岐した場合、負担金は徴収しない

新たに給水管φ30mm
を分岐した場合、差額分の負担金を徴収する


